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　民生委員・児童委員協議会では、地
域内における各家庭の家族構成等の
現況を把握するため、毎年５月に社会
調査を実施しています。
　地区担当の民生委員・児童委員が訪
問しましたら、ご協力をお願いします。

〈社会福祉協議会 緯42-2328〉
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民生委員 児童委員・・

担 当 地 区電話番号氏 名

市内全域42-6482 杉 　 山 　るみ 子 
すぎ やま こ

市内全域０８０-３２９２-
１２４３ 田 　 村 　 優 　 作 

た むら ゆう さく

●主任児童委員

　家庭や子どもの問題に関することを積極
的に対処する専門員です。
　特定の担当地域は持たず、地域を担当す
る民生委員・児童委員と一体となり、子ど
もの問題や子育て支援活動に取り組んでい
ます。

　民生委員・児童委員は、国から委嘱され
た、皆さんのいちばん身近な相談員です。
　本市には22人（うち１名は選考中）の委
員がいて、様々な悩みを持つ方の相談に応
じ、行政機関とのパイプ役として無給で活
動しています。

・介護や在宅福祉サービスの利用に関する
　こと
・生活福祉資金などの借り入れや返済に関
すること
・生活保護の申請や受給などに関すること
・心身上の疾病、障がい、予防、治療、医療
費、精神衛生などの問題に関すること
・育児や子どものしつけ、保育などに関す
ること

・虐待やいじめ、非行などの問題行動に関
すること

　委員は、こうした問題を解決する糸口を
見つける手助けなどをしています。
　もちろん、相談時に知り得た個人の秘密
は厳守しますので、困ったことがあったら
一人で悩まず、気軽にご相談ください。

●民生委員・児童委員

担 当 地 区電話番号氏 名

上歌旭町、新栄町、曙町
※委員決定までの間、山川義
　信委員が代行します

選　考　中

東光三区、本町社宅42-4353 橋 　 詰 　 秋 　 彦 
はし づめ あき ひこ

東光二区、本町中央、川向42-5262 三 　 浦 　　　 勇 
み うら いさむ

本町第一０９０-３１１４-
０７３１ 鈴 　 木 　 秀 　 子 

すず き ひで こ

本町第二、金井沢42-2365 岡 　 渕 　 栄 　 子 
おか ぶち えい こ

歌神川向42-5254 三 　 浦 　 幸 　 子 
み うら さち こ

歌神一区、三区、筍沢42-2722 大 　 越 　 則 　 子 
おお こし のり こ

歌神市街、一区の一部、二区、
梅の沢

42-5310 山 　 崎 　 榮 　 子 
やま ざき えい こ

神威市街、桜沢42-4848 三 　 戸 　 滿 　 雄 
さん のへ みつ お

神威錦ヶ岡、宮の下、神楽岡42-4664 山 　 川 　 義 　 信 
やま かわ よし のぶ

中村中央団地42-4491 德 　 山 　 久  美  子 
とく やま く み こ

中村中央団地、宮下町42-4559 前 　 川 　　　 昭 
まえ かわ あきら

神威美山町、中村市街42-2051 金 　 森 　 秀 　 行 
かな もり ひで ゆき

文珠第一42-5087 井 　 村 　 敬 　 子 
い むら けい こ

文珠第二（高台）42-6789 武 　 田 　 正 　 幸 
たけ だ まさ ゆき

文珠第二、本通り42-3572 相 　 良 　 昭 　 吉 
さが ら あき よし

文珠新泉町０８０-６０７４-
４７０９ 新 　 井 　 美  代  子 

あら い み よ こ

文珠しらかば団地42-2757 日 　 景 　 明 　 美 
ひ かげ あけ み

文珠第三（１班～５班）、単身
住宅、企業向け住宅

42-4591 北 　 山 　 昭 　 子 
きた やま あき こ

文珠第三（６班～15班）42-2880 髙 　 橋 　 浩 　 司 
たか はし こう じ

民生委員・児童委員の役割

こんなときはご相談を

主任児童委員とは

社会調査にご協力を
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・市長と夢を語りませんか？

　本会議に参加を希望される方に応募用紙をお送
りしますので、下記照会先へお問い合わせくださ
い。
　市ホームページから応募用紙をダウンロードで
きます。
提出方法：ＦＡＸ・郵送・持参
＜e-mailでも応募できます＞
　下記照会先メールアドレスへ電子メールに応募

　まちづくりに関心を持つ多くの市民が参加し、
人口減少が続く本市における将来のあるべき姿や
夢、その夢を実現するための方法などを自由に語
り合う場で、参加者１人ひとりの意見から「住みた
いまち、次世代に誇れるまち」の実現に生かしてい
く会議です。

①歌志内市に在住または通勤している方
②令和４年４月１日現在、18歳以上の方
※報酬などはありません。

年６回程度
（各回平日18時以降に１時間30分程度を予定）

メンバーを募集します

　皆さんと想いを語り合い、まちづくり

につなげて行きたいと思っています。

　ぜひ、ご参加ください。

用紙を添付してご応募ください。
●照会先
　企画財政課企画広報グループ
　〒073-0492　歌志内市字本町５番地
　緯  42-3214
　FAX  42-4111
　メールアドレス　kikaku@city.utashinai.
　　　　　　　　　hokkaido.jp

・あなたの 想 い、生かしてみませんか？
おも

・まちのみんなが、もっと歌志内を好きになる！
・交友関係を広げたい！
・みんなで楽しく！まちおこしをしてみたい！
・ワクワク・ドキドキ
　ご興味がある方はお気軽にお問い合わせくださ
い。多くの皆さまのご応募をお待ちしています。

柴田市長からのメッセージ

歌志内／夢・まち未来会議
令和３年度最後の会議を開催！歌志内の未来に向け意見交換を実施

　市の将来や夢などを自由に語り合う「歌志内／夢・まち未来会議」第７回の会議を３月29日に開催し
ました。
　今回は、本市の令和４年度予算の概要説明並びに 柴 

しば

 田 市長とメンバーによる意見交換が行われました。
た

　意見交換では、文珠に建設予定の商業施設について、「まちのイメージが良くなる」「あった方がよいが、
建設費用を考えると不安」などの意見が挙げられました。また、子育て支援を重点とした移住制度の充
実や児童館等一元化の複合施設への期待など、歌志内の
未来を考えるメンバーの想いをこめた意見を柴田市長に
伝えました。
　令和３年度最後となる本会議の締めくくりに柴田市長
は、「まちづくりに関する有意義な意見をいただきました。
今後も多くの意見をお聞きしながらまちづくりを進めま
す」と述べ、次年度も本会議を継続して開催することを
メンバーに伝えました。

＜企画広報グループ＞

「歌志内／夢・まち未来会議」の

歌志内／夢・まち未来会議とは

対象者

開催予定

応募方法
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■
歌
志
内
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
〈
専
決
処
分
〉

　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
歌
志
内

市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し

た
。

■
令
和
３
年
度
歌
志
内
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
　
号
）〈
専
決

１１

処
分
〉

　
歌
志
内
市
減
債
基
金
条
例
第
２

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
減
債
基
金

へ
の
積
み
立
て
を
増
額
し
ま
し
た
。

【
歳
　
入
】

▽
財
政
調
整
基
金
繰
入
金
の
増

　
　
　
　
　
２
９
０
０
万
円

■
令
和
４
年
度
歌
志
内
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　
歳
入
歳
出
予
算
に
２
９
０
０
万

円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を
　
億
４２

５
９
０
０
万
円
と
し
ま
し
た
。

　
補
正
予
算
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
す
。

【
歳
　
出
】

▽
商
品
券
発
行
事
業
に
係
る
補
助

金
の
増

　
　
　
　
　
３
０
１
６
万
４
千
円

固
定
資
産
評
価
員
（
無
給
）
の
任

命
替
え
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、

議
会
の
同
意
を
得
ま
し
た
。

■
歌
志
内
市
市
民
課
長

 佐
  藤
  幸
  哉
 

さ
 
と
う
 ゆ
き
 
や

NEWS

議会の動き
第2回臨時会

4月19日、会期1日間で開催

　
本
年
４
月
１
日
付
け
で
所
管
課

長
に
異
動
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

ちょっと気になる高齢者…

　高齢になってくると、記憶力や判断力が低下し、道に迷ったり自分の家がわからなくなる方もいます。
　気になる方がいましたら、保健介護グループに情報をお寄せください。教えてくれた方のお名前など
は伏せて、職員が地域の巡回のようにそっと様子を見に訪問等をして、認知症の方に起こりがちな事故
を未然に防ぐことができるよう支援します。ぜひ情報提供をお願いします。
●もしも行方不明者が発生したら
①親戚、友人、近所など思い当たるところへの確認をしてください。また、本人を発見したときには連
　絡をもらえるようお願いしておきましょう。

あなたの周りにいませんか？

②それでもわからないときは、速やかに警察に連絡しましょう。夜間になると探しにくくなり、また連
　絡が遅れるほど、探す範囲が広がり、発見が困難になってきます。
★道に迷っているような高齢者を発見したら
・やさしく言葉をかけてあげてください。
・名前や住所が答えられなかったり、行き先がわからない場合は警察に連絡し、警察が来るまでそばに
　ついているか、最寄りの交番などに案内してください。
・汗をかいていたり、のどが渇いている場合は、水分を補給してあげてください。
★最寄りの交番・管轄の警察署
・歌志内交番（東光1番地2 緯42-3227）　
・文珠駐在所（文珠226番地18 緯42-3240）
・赤歌警察署（赤平市東大町3丁目2番地 緯32-0110）　
●認知機能の低下がある高齢者をかかえるご家族の方へ
　日ごろから、このような工夫をおすすめします！
・衣服に目印を付けておきましょう。探すときに特徴がわかりやすくなります。
・家族への連絡が素早くできるように、連絡先を全ての衣服や靴に付けておきましょう。

連絡先・相談窓口　保健介護グループ（市役所２階 緯42-3213）
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消
防
本
部
予
防
・
保
安
グ
ル
ー
プ
☎
4
2-

3
2
5
5

消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

山
火
事
に
注
意
！

　
山
火
事
は
落
雷
な
ど
自
然
現
象

で
起
こ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

た
き
火
や
た
ば
こ
の
不
始
末
な
ど

人
間
の
不
注
意
に
よ
る
も
の
が
多

く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
特
に
こ
の
時
期
は
、
空
気
が
乾

燥
し
木
や
葉
の
水
分
が
失
わ
れ
る

た
め
、
燃
え
広
が
る
ス
ピ
ー
ド
が

早
く
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
昨
年
の
２
月
に
、
栃
木

県
で
「
た
ば
こ
の
不
始
末
」
が
原

因
で
大
規
模
な
山
火
事
が
起
こ
り
、

消
火
す
る
ま
で
に
　
日
ほ
ど
か
か

１０

っ
て
お
り
、
山
頂
付
近
や
水
の
確

保
が
難
し
い
場
所
で
は
、
被
害
が

拡
大
し
ま
す
の
で
、
次
の
こ
と
に

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

・
 山
林
内
で
は
極
力
禁
煙
し
、
吸

い
殻
は
必
ず
消
し
て
持
ち
帰
り

ま
し
ょ
う
。

・
 葉
っ
ぱ
が
多
い
と
こ
ろ
や
燃
え

や
す
い
場
所
で
の
火
の
取
り
扱

い
に
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
注
意
し

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
水
バ
ケ
ツ

な
ど
を
用
意
し
、
必
ず
そ
の
場

か
ら
離
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。

・
 風
が
強
い
日
や
空
気
が
乾
燥
し

て
い
る
と
き
は
、
火
を
使
わ
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
 火
遊
び
は
絶
対
に
し
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。
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　はじめまして、４月から教育委員会事務局社会教育グループに所属
し、図書館で勤務しています大下夏季です。
　出身は旭川市で、高校卒業後、札幌市の北海道武蔵女子短期大学に
進学し、２年間図書館について勉強しました。歌志内市で図書館司書
として働くことができ、とてもうれしく思っています。
　現在の仕事は図書館に関わる仕事をいろいろと覚えているところで
す。初めての移動どうわ会では絵本を２冊と紙芝居を１つ読みました。
子どもたちに本の楽しさが少しでも伝わっていてほしいです。
　好きなことは読書、映画鑑賞、歌うことで、ヨシタケシンスケさん
の作品やコメディ映画をよく観ます。最近はYOASOBIの「夜に駆け
る」や「群青」を歌うことが好きです。図書館にYOASOBIの曲の元
になったという本があり驚きました。
　これから歌志内市のことをもっと知っていき、たくさんの人と交流したいです。図書館の司書とし
ても様々な世代の人と関われるイベントの企画や図書館づくりをしていきたいと思います。
　市民の皆さまに信頼と明るく楽しい気持ちを提供できる司書を目指し努力していきますので、どう
ぞよろしくお願いします。

　
永
年
に
わ
た
っ
て
、
少
年
の
非

行
防
止
や
健
全
育
成
、
防
犯
活
動

な
ど
に
貢
献
さ
れ
た
石
井
吉
三
郎

さ
ん
（
文
珠
）
に
全
国
少
年
警
察

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会
よ
り
少
年
補

導
栄
誉
銀
賞
が
、
ま
た
、
全
国
防

犯
協
会
連
合
会
よ
り
防
犯
栄
誉
銅

賞
が
贈
ら
れ
、
石
井
さ
ん
が
市
長

室
を
訪
れ
 柴
  田
 市
長
に
報
告
し
ま

し
ば
 
た

し
た
。

　
石
井
さ
ん
は
、
昭
和
　
年
か
ら

５１

赤
歌
警
察
署
少
年
補
導
員
と
し
て
、

市
内
パ
ト
ロ
ー
ル
や
街
頭
補
導
指

導
な
ど
各
種
活
動
に
積
極
的
に
参

加
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
防
犯
協

会
の
副
会
長
と
し
て
も
活
動
を
続

け
て
お
り
、
平
成
　
年
４
月
か
ら
、

２０

児
童
の
登
下
校
時
に
お
け
る
防
犯

対
策
と
し
て
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
に

乗
降
す
る
児
童
の
見
守
り
と
青
色

回
転
灯
装
備
車
に
よ
る
パ
ト
ロ
ー

ル
活
動
に
参
加
す
る
な
ど
、
子
ど

も
を
犯
罪
か
ら
守
る
取
り
組
み
を

地
域
と
一
体
と
な
っ
て
推
進
し
ま

し
た
。　

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

石い
し

井い

吉き
ち

三さ
ぶ

郎

に

ろ
う

さ
ん

▲ダブル受賞された石井吉三郎さん

少
年
補
導
栄
誉
銀
賞
・
防
犯
栄
誉
銅
賞

社会教育グループ 大 下 夏 季です社会教育グループ 大 下 夏 季です
おお した なつ き
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療証明書にかかる文書料の合

●対象となる治療
・保険適用で行われる特定不妊治療（体外受精、
顕微授精、男性不妊治療）
●助成額
・特定不妊治療の治療費と、不妊治療証明書にか
かる文書料の合計に対して、1回の治療につき
15万円を上限
・交通費として、１回の通院につき3,500円（上
限６回分）
●助成回数
・妻の治療開始年齢が40歳未満の場合は、43歳
に達するまで通算６回
・妻の治療開始年齢が40歳以上の場合は、43歳
に達するまで通算３回

　市では、不妊治療を受けている方の経済的負
担の軽減を目的に、不妊治療費助成事業を実施
しています。

●対象となる治療
・保険適用で行われる一般不妊治療及び検査
●助成額
・4月1日から3月31日までの治療費と、不妊治

不妊治療費を助成します

特定不妊治療費助成事業

一般不妊治療費助成事業

問い合わせ　保健介護グループ（市役所2階　緯42-3213）

共通事項

●対象者（次のいずれにも該当する方）
・夫婦である方（原則法律婚）
・治療開始時の妻の年齢が43歳未満である方
・夫婦いずれかが申請日において1年以上歌志内
市に住民票がある方
・医療保険に加入している方
・市税を滞納していない方
●必要書類、提出方法など
　くわしくは、保健介護グループにお問い合わ
せください。

小児慢性特定疾病医療
受給者証をお持ちの方へ
　市では、小児慢性特定疾病の治療のために、北
海道内の指定医療機関へ通院する際の交通費を
補助します。
　制度のくわしい内容や申請方法については、
保健介護グループへお問い合わせください。
●対象者
・小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けて
いる方及びその保護者
●補助内容
・回数　最大年12回分
・JR及びバスを利用した場合は実費（患者と保護
者1人分）
・自家用車の場合は、自宅から医療機関までの往
復距離に対して、1km当たり37円

※10円未満切り捨て

●申請方法
・申請に必要な物
　１．申請書（保健介護グループにて受領ください）
　２．振込口座のわかるもの
　３．領収書等医療機関に通院
　　したことがわかるもの
　４．印鑑
　５．JRやバスを利用した場合は領収書

申請締め切り通院期間

   8月10日（水）4～7月分

12月   9日（金）8～11月分

   4月10日（月）12～3月分

申請・問い合わせ　保健介護グループ（市役所2階　緯42-3213）

計に対して15万円を上限
●助成回数
・妻の年齢が43歳に達するまで
６回
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　本市の新しい魅力を発信するため、市内に

ある各種有効資源を活用した特産品の開発及

び販売促進事業に補助金を交付します。

＼歌志内ブランド開発支援事業のご案内／

問い合わせ　ふるさと振興グループ　
　　　　　　（市役所２階 緯42-3215）

●補助対象

・市内に主たる事業所を有する中小企業また
は個人の事業主

・市内に住所を有する個人

・市内に所在する団体等

●補助対象経費

・特産品の開発に要する試験研究費や容器、
包装等の作成費など

●補助金額
・対象経費の３分の２以内で100万円まで

●審査
・審査委員会による審査を行い決定します

を開発しませんか特産品

問い合わせ　戸籍保険グループ
　　　　　　（市役所１階 緯42-3217）

　国の消費活性化策の一つとして、マイナン
バーカードを活用したマイナポイント事業が
実施されています。
　この事業の一つである公金受取口座登録が
令和４年３月28日より開始しています。本制
度は、公的給付の迅速かつ確実な支給のため、
預貯金口座の情報をマイナポータルへ登録す
ることにより、行政機関等が口座情報の提供
を求めることができる制度です。
　また、登録を行った方に対する7,500円相
当のポイント申込については、令和４年６月
ごろの開始を予定しています。
　くわしくは、デジタル庁ホームページ（https:
//www.digital.go.jp/policies/posts/account
_registration_mynaportal）をご覧ください。

　問い合わせ　札幌管区気象台天気相談所（緯011-611-0170）

春山登山や山菜採りは安全に楽しみましょう
　春山登山や山菜採りの季節がやってきました。この時期、山には多くの雪が残り、気温の上昇で雪解
けが急速に進むため、沢や小さな川は増水しやすく、傾斜地ではなだれの危険があります。また、平地
は春のような気温でも、山はまだ寒く、特に低気圧が発達して通過した後には強い寒気が流入し、猛ふ
ぶきとなるなど冬山に逆戻りすることがあります。
　遭難など事故に遭わないよう、次のことに注意して登山や山菜採りを楽しみましょう。
●計画を立てる時と出発前は、最新の気象情報や天気予報を十分確認し、悪天や天気の急変が予想され
る際には、無理な行動を控えましょう。最新の気象状況は札幌管区気象台のホームページなどで確認
できます。
●単独行動は避けて、経験豊富な人と一緒に行動するなど、体力と経験に応じてゆとりを持った計画に
しましょう。
●入山前には登山計画書を最寄りの警察に提出し、家族にも渡しておきましょう。
●装備や服装を整えて、じゅうぶんな食料を用意しましょう。特に防寒や雨具の準備は万全にしましょう。
●情報収集や緊急時のために、ラジオや携帯電話、無線機などを携行しましょう。また、予備のバッテ
リーを用意するなど、情報収集や連絡手段を絶やさないよう注意しましょう。

　なお、この時期は１年を通して空気が最も乾燥し、山火事が発生しやすくなります。山火事の原因の
多くは、たき火やたばこなどの火の取り扱いの不注意や不始末と言われています。火の使用中はその場
を離れず、使用後は完全に消火しましょう。また、枯れ草などがある火災の起きやすい所では、火を使
わないようにしましょう。

＜庶務グループ＞

マイナポイント第２弾

公金受取口座
登録のご案内
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犬
の
飼
い
主
に
は
、
狂
犬
病
予

防
法
に
基
づ
き
、
市
役
所
へ
の
登

録
と
毎
年
の
予
防
注
射
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
は
左
表
の
日
程
の
と
お

り
集
合
予
防
注
射
を
実
施
し
ま
す

の
で
、
ご
確
認
の
う
え
、
最
寄
り

の
会
場
で
予
防
注
射
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

■登録と集合予防注射の日程

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　
な
お
、
あ
か
び
ら
動
物
病
院
以

外
で
予
防
注
射
を
受
け
た
場
合
は
、

市
役
所
か
ら
「
狂
犬
病
予
防
注
射

済
票
」
の
発
行
を
受
け
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
の
で
、
注
射
を
受
け

た
動
物
病
院
な
ど
で
発
行
さ
れ
る

「
狂
犬
病
予
防
注
射
済
証
」
と
、

手
数
料
5
5
0
円
を
お
持
ち
の
う

え
、
市
で
必
ず
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
新
た
に
犬
の
登
録
を
さ

れ
る
方
は
、
メ
モ
用
紙
な
ど
に
、

飼
い
主
の
住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
、
犬
の
種
類
、
毛
色
、
生
年
月

日
、
呼
び
名
、
性
別
を
書
い
て
、

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
予
防
の
た
め
、
当
日
は
マ
ス

ク
の
着
用
、
人
と
の
距
離
を
あ

け
る
な
ど
の
対
応
、
不
特
定
多

数
の
人
と
接
し
た
く
な
い
方
は
、

直
接
あ
か
び
ら
動
物
病
院
な
ど

で
予
防
注
射
の
接
種
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
対
　
象
　
生
後
　
日
以
上
の
す

９１

べ
て
の
犬
（
屋
内
で
飼
っ
て
い

る
犬
も
対
象
に
な
り
ま
す
）

▼
料
　
金
（
１
頭
に
つ
き
）

▽
新
規
登
録
料
　
３
０
０
０
円

▽
注
射
料
　
３
２
４
０
円
（
注
射

料
２
６
９
０
円
、注
射
済
票
交

付
手
数
料
５
５
０
円
）

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
環

境
交
通
グ
ル
ー
プ
（
市
役
所
１

階
緯
４
２
・
３
２
１
７
）

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
の
お
知
ら
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
   愛
犬
の
た
め
に
必
ず
受
け
ま
し
ょ
う

実施時間実施日・実施場所

 ９：00～ ９：10 文珠第三町内会館

 ９：20～ ９：30 文珠しらかば町内会館

 ９：40～ ９：50 旧西小学校

10：00～10：15 道の駅うたしないチロルの湯

10：25～10：35 消防団第二分団詰所

10：45～10：55 神威神楽岡地区集会所

11：05～11：15 神威第一児童公園横

11：25～11：35 歌神地区集会所

11：４5～11：55 市役所車庫

12：05～12：15 郷土館駐車場

12：25～12：35 本町川向地区集会所

12：45～12：55 東光地区集会所

■登録と集合予防注射の日程

５
月
　
日
（
日
）

１５

「遙かなる
はる

炭鉱の
ヤ マ

絆
きずな

　「歌志内はじまりの炭鉱」に続く、郷土館ゆめつむぎブックレットの第２弾「遙かなる炭鉱の絆 友子
と郷土料理なんこ」が完成しました。
　明治中期、歌志内に炭鉱がひらかれたとき、海を渡ってやってきた東北・秋田の鉱山技術の熟練労働
者「友子」の知られざる足跡をたどるほか、江戸時代に生まれた「なんこ」が、どのようにして郷土料
理として歌志内に伝わったのかなどについてまとめた冊子となって
います。
　炭鉱まち発展の歴史の背景にありながら、これまであまり知られ
てこなかった、江戸時代発祥の｢友子」と「なんこ」とのつながりが
明らかになっているほか、市内の飲食店の記事も収録するなど、読
みごたえがある１冊となっていますので、ぜひご覧ください。
●販売価格　100円（税込み）
●販売場所　郷土館、うたみん

問い合わせ　郷土館（緯43-2131）・社会教育グループ（教育委員会 緯42-4223）

友
とも

子と郷土料理なんこ」発刊！
こ



99 令和４年５月号

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）

　
大
規
模
地
震
や
大
規
模
テ
ロ
・

武
力
攻
撃
と
い
っ
た
緊
急
事
態
が

発
生
し
た
と
き
に
、
全
国
瞬
時
警

報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
に

よ
り
国
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
緊
急

情
報
を
、
市
民
の
皆
さ
ん
へ
お
伝

え
す
る
た
め
の
試
験
放
送
を
行
い

ま
す
。

　
市
が
実
施
す
る
試
験
放
送
等
は
、

左
表
の
と
お
り
で
す
。

配　信　内　容情報伝達手段

　市内各所に設置してあるスピーカーから日ごろの放
送と同じくらいの音量で次の内容を放送します。

【放送内容】
　「こちらは歌志内市役所です」
　「これは、試験放送です」
　「全国瞬時警報システムの訓練放送です」
　※繰り返し

消 防 の 放 送

　登録制メール「防災情報」の配信登録者に訓練メー
ルを配信します。

【メール配信文】
　「これは、Jアラートのテストです」

※５月17日に、訓練周知のメールを配信します。

■登録制メールの登録方法
臼携帯電話でQRコードを読み込むか、「ms.utashinai-
city@v-vnet.jp」へ何も入力せずにメールを送信
②返信メールが届きますので、内容に従って登録手続
きを行います。

③登録完了のメールが届きます。

登録制メール
▼
問
い
合
わ
せ
　
庶
務
グ
ル
ー
プ

（
市
役
所
３
階
緯
４
２
・
３
２

１
２
）

※
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
は
、
地
震
・
津

波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
災
害
時

に
、
国
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
緊

急
情
報
を
人
工
衛
星
な
ど
を
活

用
し
て
瞬
時
に
情
報
伝
達
す
る

シ
ス
テ
ム
で
す
。

※本市以外の地域でも、全国的に様々な試験放送が実施される予定で
す。

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

■試験放送及び訓練メール配信日時　５月18日（水）11時ごろ

不法無線局から暮らしを守ろう！
　昨今の情報通信技術の発展を受け、電波利用の機会は増加の一途をたどっており、電波を使用した機
器に接する機会が増大しています。
　このような中、電波利用の秩序を維持し、誰もが安心して電波を利用したサービスが受けられる環境
がますます重要となりますが、不法無線局は依然として多数存在しており、警察・消防救急・防災無線
などの重要無線通信やテレビ・ラジオへの混信妨害事例は引き続き発生しています。
　さらに、インターネットショッピングなどで入手した国内の技術基準に適合しない無線機器が重要な
無線に妨害を与える事例も発生しており、安心した電波利用環境を脅かすことが懸念される状況となっ
ています。
　こうした状況から、総務省では、６月１日の「電波の日（※）」から10日間を「電波利用環境保護周
知啓発強化期間」と定め、電波利用に関する周知・啓発を集中的に展開しています。
　電波に関する困りごとやご相談は、下記までお問い合わせください。
※「電波の日」は、昭和25年に電波法、放送法及び電波監理委員会設置法が施行され、それまで政府専
　掌であった電波の利用が広く国民に開放されたことを記念して設けられました。
●問い合わせ　北海道総合通信局（緯 011-737-0099）
　　　　　　　【電話受付時間　8:30～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）】

全
国
一
斉
試
験
放
送
の
実
施
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病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
は
健
康
保
険
加
入

者
（
被
保
険
者
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
に
応
じ
て
お
金
を
出
し
合
い
、
ま
た
、
国
も
同
じ
負
担
を
す
る
と
い
う
「
相
互
扶
助
」
の
中
で
運
営
さ
れ
て

い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
を
守
る
大
切
な
国
保
を
正
し
く
理
解
し
、
そ
の
健
全
運
営
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
で

安
心
・
健
や
か
な
生
活
を

　
職
場
の
健
康
保
険
や
共
済
組
合
に
加
入

し
て
い
る
方
と
そ
の
家
族
、
生
活
保
護
世

帯
の
方
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対

象
と
な
る
方
以
外
は
、
全
て
国
保
に
加
入

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
国
保
で
は
、
家
族
一
人
ひ
と
り
が
み
な

被
保
険
者
と
な
り
、
加
入
手
続
き
は
世
帯

主
が
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、　
歳
（
一
定
の
障
が
い
の
あ
る

７５

方
は
　
歳
）
に
な
る
と
、
後
期
高
齢
者
医

６５

療
制
度
に
よ
っ
て
医
療
を
受
け
る
た
め
、

国
保
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
こ
ん
な
と
き
は
届
け
出
を

▼
国
保
に
加
入
す
る
と
き

▽
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
と
き

▽
生
活
保
護
を
受
け
な
く
な
っ
た
と
き

▽
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き
　
な
ど

▼
国
保
を
や
め
る
と
き

▽
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

▽
生
活
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と

き
▽
加
入
者
が
死
亡
し
た
と
き
　
な
ど

▼
そ
の
ほ
か

▽
他
市
町
村
か
ら
転
入
し
て
き
た
と
き

▽
他
市
町
村
へ
転
出
す
る
と
き

▽
市
内
で
転
居
に
よ
り
住
所
が
変
わ
っ
た

と
き

▽
世
帯
主
や
氏
名
が
変
わ
っ
た
と
き

▽
保
険
証
を
な
く
し
た
と
き
や
汚
れ
て
使

え
な
く
な
っ
た
と
き

▽
子
ど
も
が
就
学
の
た
め
他
市
町
村
に
転

出
す
る
と
き

　
会
社
を
退
職
し
た
と
き
や
家
族
に
異
動

が
あ
っ
た
場
合
な
ど
、
国
保
へ
の
加
入
や

喪
失
事
由
が
発
生
し
た
と
き
は
、
必
ず
　１４

日
以
内
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
保
険
証
が
な
い

期
間
の
医
療
費
を
全
額
自
己
負
担
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
り
、
保
険
税
（
料
）

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　
国
保
に
加
入
す
る
と
、
１
人
に
１
枚
ず

つ
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
が
交
付
さ

　
国
保
の
被
保
険
者
が
　
歳
に
な
る
と
、

７０

医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
軽
減
さ
れ
る

「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受

給
者
証
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　
本
市
で
は
　
歳
に
な
ら
れ
た
月
の
下
旬

７０

に
郵
送
し
て
い
ま
す
。

※
す
で
に
　
歳
か
ら
　
歳
の
方
に
は
、
毎

７０

７４

年
7
月
下
旬
に
「
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
」
を
郵
送
済

み
で
す
。

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　
国
保
の
被
保
険
者
は
、
次
の
表
に
掲
げ

る
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

問い合わせ
戸籍保険グループ

市役所１階 緯42-3217

●
国
保
に
加
入
す
る
方

●
市
役
所
へ
の
届
け
出

を
二
重
に
支
払
う
こ
と
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

●
保
険
証

れ
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
国
保
の
被
保
険
者
で
あ
る
と

い
う
証
明
と
な
る
も
の
で
す
。

　
カ
ー
ド
型
の
保
険
証
は
、
持
ち
運
び
や

す
い
反
面
、
紛
失
し
や
す
い
の
で
、
管
理

に
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

●
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受

給
者
証

●
第
三
者
の
行
為

　
交
通
事
故
（
自
動
車
や
自
転
車
な
ど
に

よ
る
事
故
）
や
飲
食
店
等
で
の
食
中
毒
、

散
歩
中
に
他
人
の
犬
に
か
ま
れ
た
な
ど
、

第
三
者
（
加
害
者
）
の
行
為
に
よ
っ
て
け

が
や
病
気
に
な
っ
た
と
き
の
治
療
費
は
、

本
来
は
加
害
者
が
全
額
負
担
す
る
の
が
原

則
で
す
が
、
状
況
に
よ
り
被
保
険
者
証
を

使
用
し
て
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
国
保
の
被
保
険
者
証
を
使
用
し
て
医
療

機
関
を
受
診
す
る
場
合
は
、
必
ず
市
へ
届

け
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
国
保
で
受
け
ら
れ
る
給
付

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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　病気やけがをしたとき、医療機関の窓口に保険証を提示すると、医療費の３割（※）を自
己負担するだけで、診療や薬、注射の処置などを受けることができます。残りの費用は国
保が負担します。
※70歳以上の方の医療費の負担は２割です。ただし、同一世帯に市民税課税所得が145万
円以上ある方がいる場合は３割の自己負担となります。

療 養 給 付 費

　災害や事業の休・廃止、失業などによって、収入が著しく減少し、生活が困難になった
場合は、医療機関で支払う一部負担金の減免及び徴収猶予を受けることができる場合があ
ります。

一 部 負 担 金
減 免 及 び
徴 収 猶 予

　受診する際に、医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示することで、医療機関ごとの
医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。必要となった場合、市役所で申請し、
限度額適用認定証（※）の交付を受けてください。市民税非課税世帯の適用を受けた場合は、
入院時の食事療養標準負担額についても、同時に減額を受けることができます。
※70歳以上の高齢受給者のうち、課税所得690万円以上の方及び区分が一般の方は申請の
必要はありません。

限 度 額 適 用
認 定 証

　

入 院 時
食 事 療 養 費

療 養 病 床 に
入 院 時 の
食費・居住費

　加入者が死亡したとき、葬儀を行った方に３万円を支給します。葬 祭 費

　加入者が出産したときに、42万円を支給します（４か月以上の死産・流産を含む）。出 産 育 児
一 時 金

　次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、後日申請により保険で認められた部
分の払い戻しを受けることができます。

▽緊急やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診したとき。

▽医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具を購入したとき。

▽重病人の入院や転院などの移送のため費用がかかった場合、申請して国保が必要と認め
たとき。

▽海外の病院で診療を受けたとき。

療 養 費 及 び
移 送 費

　医師が必要と認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで訪問看護ステーショ
ンなどを利用でき、残りの費用は国保が負担します。

訪 問 看 護
療 養 費

【食費・居住費の標準負担額】

居住費（1日）食費（1食）区 分

370円460円一般（下記以外の方）

370円210円低所得者Ⅱ

370円130円低所得者Ⅰ

　  0円100円または260円難病患者

※低所得者Ⅱ…同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市民税非課税の方（低所得者Ⅰ以
　　　　　　　外の方）
※低所得者Ⅰ…同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所
　　　　　　　得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を80万円として計算）を差し
　　　　　　　引いたときに０円となる方

　入院中の食事代は加入者
がその一部を負担し、残りを
国保が負担します。
　なお、市民税非課税世帯
の方は市役所への申請によ
り右表のとおり減額されま
す。

　療養病床に入院する65歳以上の方は、食費と居住費の
一部を負担し、残りを国保が負担します。

【入院時の食事代の標準負担額】
一部負担金区 分
１食 460円一般（下記以外の方）
１食 210円90日以内の入院市民税非課税世帯

低所得者Ⅱ １食 160円90日を超える入院
１食 100円低所得者Ⅰ

国民健康保険で安心・健やかな生活を
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医
療
費
の
自
己
負
担
が
高
額
に
な
っ
た

と
き
、
一
定
額
を
超
え
る
と
、
そ
の
超
え

た
分
が
国
保
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

①
自
己
負
担
限
度
額
　

　
加
入
者
が
同
じ
月
内
に
、
同
じ
病
院
に

支
払
っ
た
医
療
費
が
下
の
各
表
に
掲
げ
る

限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
そ
の
超
え
た
分

が
申
請
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

同
じ
病
院
で
も
　
歳
以
下
の
方
は
入
院
と

６９

通
院
は
合
算
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
食
事

代
や
差
額
ベ
ッ
ト
料
な
ど
、
保
険
診
療
の

対
象
と
な
ら
な
い
も
の
は
除
か
れ
ま
す
。

②
世
帯
合
算
（
　
歳
以
下
の
方
）　

６９

　
同
じ
世
帯
で
、
同
じ
月
内
に
２
万
１
０

０
０
円
以
上
医
療
費
を
支
払
っ
た
方
が
複

数
い
た
場
合
、
合
算
し
た
額
が
表
１
の
限

度
額
を
超
え
た
と
き
は
、
そ
の
超
え
た
分

が
申
請
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
　
歳
以
上
の
方
は
、
表
２
を
ご
覧
く
だ

７０さ
い
。

③
多
数
該
当
世
帯
　

　
北
海
道
内
で
継
続
し
て
国
保
に
加
入
し

て
い
る
同
じ
世
帯
で
、
そ
の
月
を
含
め
た

　
か
月
以
内
に
４
回
以
上
の
高
額
療
養
費

１２の
支
給
を
受
け
る
と
き
は
、
４
回
目
か
ら

は
下
の
各
表
の
「
多
数
該
当
の
場
合
」
に

示
す
限
度
額
を
超
え
た
分
が
申
請
に
よ
り

支
給
さ
れ
ま
す
（
道
内
で
の
転
居
は
通
算

さ
れ
ま
す
）。

●
高
額
療
養
費

■高額療養費の１か月の自己負担限度額表

表１　69歳以下の方

※所得区分…所得区分の額は基礎控除後の総所得
※市民税非課税世帯…世帯全員が市民税非課税の方
※特定疾病…特定疾病療養受療証の交付を受けている人工透析、血友病等の長期疾病

多数該当
（４回目以降）３回目まで所得区分

140,100円252,600円＋(医療費総額－842,000円)×１％９０１万円超ア

   93,０00円167,400円＋(医療費総額－558,000円)×１％６００万円超～９０１万円以下イ

   44,400円   80,100円＋(医療費総額－267,000円)×１％２１０万円超～６００万円以下ウ

   44,400円57,600円２１０万円以下エ

   24,600円35,400円市民税非課税世帯オ

10,000円（所得区分ア、イの方は20,000円）特 定 疾 病

表２　70歳以上の方

外来＋入院（世帯単位）外 来（個人単位）区 分

252,600円＋(医療費総額－842,000円)×１％
多数該当の場合 140,100円課税所得690万円以上Ⅲ

現
役
並
み
所
得
者

167,400円＋(医療費総額－558,000円)×１％
多数該当の場合 93,０00円課税所得380万円以上690万円未満Ⅱ

　80,100円＋(医療費総額－267,000円)×１％
多数該当の場合 44,400円課税所得145万円以上380万円未満Ⅰ

57,600円
多数該当の場合 44,400円

１8,000円
（年額上限 144,000円）一 般

24,600円8,000円低 所 得 者 Ⅱ

15,000円8,000円低 所 得 者 Ⅰ

※現役並み所得者…同一世帯に課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満 
　　　　　　　　　の国保被保険者がいる方や同一世帯の収入が520万円以
　　　　　　　　　上（1人の場合383万円以上）の方など
※低所得者Ⅱ…同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市民税非課税の方（低
　　　　　　　所得者Ⅰ以外の方）
※低所得者Ⅰ…同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市民税非課税で、その
　　　　　　　世帯の各所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を80万
　　　　　　　円として計算）を差し引いたときに０円となる方

国民健康保険で安心・健やかな生活を



問い合わせ 保健介護グループ  （市役所２階  ☎ 42-3213）

あなたの健康を応援します!
Let’ s 健康！
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＜フレイル予防の３本柱＞

　今回のLet's健康は、“フレイル予防”についてです。

　歩かないと足腰が弱る、閉じこもりがちはよくない・・・とわかっていても自分一人では日々の習慣

を変えることは難しいかもしれません。

　市で実施する『元気はつらつ教室』や『チェアビクス教室』に参加してみませんか？どちらも楽しく

運動ができます。また、元気はつらつ教室では、理学療法士・歯科衛生士と個別にご相談できる日にち

を設けています。もちろん、都合のつくときだけの参加でも大丈夫です。

　くわしくは、広報４月号の折り込みチラシをご覧いただくか、保健介護グループへお問い合わせくだ

さい。

　加齢に伴い筋力や心身の活力が低下し、『健康』と『要介護』の中間の虚弱な状態にあることをいいます。

●フレイルとは

●フレイル予防・改善について

　フレイルは予防することができ、早めに対策をとることで改善を図り、健康な状態にもどることがで

きます。

　フレイルは大きく３種類に分けられます

運動機能や口腔機能が低下したり、筋力が衰えている状態 身体的フレイル

退職やパートナーとの離別等により引き起こされる、うつ状態や軽度の認知

症の状態
 精神・心理的フレイル

社会とのつながりが希薄化することで生じる孤立や、経済的に困窮した状態 社会的フレイル

・以前と比べて疲れやすくなった　・歩くのが遅くなった

・１年で体重が２～３キロ減った　・何をするのも面倒だと感じることが増えた

　など、心当たりはないですか？もしかしたらフレイルの状態かもしれません。

バランスのとれた食事をとりましょう。特に、筋肉のもとになるタンパク質（肉・魚・

卵・大豆製品･乳製品など）は大切です。

※腎臓病などでタンパク質の制限がある場合は、医師の指示に従ってください。

　栄　　養

適度に体を動かしましょう。体を動かすことは、筋肉の維持だけでなく、食欲やこころ

の健康にも影響します。まずは、今より10分多く体を動かしてみましょう。
　身体活動

社会参加の機会を増やしましょう。地域のボランティアや趣味の活動に参加したり、知

り合いとお出掛けしたり、自分に合った活動を見つけましょう。
　社会参加

　これらのフレイルが連鎖していくことで、心身の機能の低下は急速に進みます。


